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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この計画は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16年法

律第 112号。以下「国民保護法」という。）第 36条第 1項及び第 182条第 2項の規定に基づき、当

社が行う武力攻撃事態等における武力攻撃災害への対処その他の国民の保護のための措置（以下

「国民保護措置」という。）及び緊急対処事態における緊急対処保護措置（以下「緊急対処保護措

置」という。）を円滑かつ適切に実施することを目的とする。 

 

（基本方針） 

第２条 当社は、いかなる場合も、可能な限り電気通信サービス（以下「通信」という。）を確保し

提供できるよう、本計画に定める体制と重要通信の疎通確保と通信設備等の信頼性向上および早期

復旧に努める。 

２ 当社は、国民保護法その他の法令、国民の保護に関する基本指針（平成 17年 3月 25日閣議決

定）の趣旨に則り、武力攻撃事態等が発生する場合においては、事態に即した自主的な判断によ

り、関係機関等と連携・協力し、国民保護措置および緊急対処保護措置の円滑かつ適切な実施に万

全を期する。 

 

（用語の定義） 

第３条 本計画において、次に掲げる用語の定義は、以下の各号に定めるものとする。 

(1) 武力攻撃事態等：武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保

に関する法律（平成 15年法律第 79号、以下「事態対処法」という。）第 1条に規定する武力攻撃事

態等をいう。 

(2) 武力攻撃災害：国民保護法第 2条第 4項に規定する武力攻撃災害をいう。 

(3) 生活関連等施設：国民保護法施行令第 27条第 5号に規定する電気通信事業用交換設備をいう。 

 

（計画の見直し） 

第４条 本計画については、適時内容につき検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更す
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るものとし、変更に当たっては、広く関係者の意見を求めるよう努めるものとする。 

２ 本計画を変更した場合は、国民保護法施行令に規定する軽微な変更を除き、国民保護法第 36条

第 7項により準用する同条第 4項の規定に基づき、速やかに総務省を経由し内閣総理大臣に報告す

る。また、同じく準用する同条第 5項に基づき、関係都道府県知事に通知するとともに公表するも

のとする。 

 

第２章 実施体制 

（組織・体制の整備） 

第５条 国民保護措置に関する事項の取り扱いは、次のとおりとする。 

(1) BCP管理本部は、関係機関との協力体制、緊急時の活動体制、教育・訓練、計画の見直し及び

全体推進を担当する。 

(2) 技術部門は、通信の確保、輻輳対策、復旧対策等、平素からの通信網及び通信設備等の整備を

担当する。 

２ 武力攻撃事態等における通信の疎通又は応急復旧に必要な社員の動員を円滑に行うため、社員の

非常招集、非常配置等について、あらかじめその措置方法を定めておくものとする。 

３ 国民保護法第 29条第 3項の規定により都道府県対策本部長から社員の派遣の求めがあった場合

には、要請内容に基づき、業務の遂行に支障のない範囲において、社員を派遣するものとする。 

４ 国民保護法第 45条第 2項の規定により、指定行政機関の長から警報の通知を受けた場合は、社

内の必要な部門にその旨を伝達する。 

 

（国民に対する情報提供） 

第６条 国民に対し、当社ホームページ等を活用し、以下の被災情報等を提供するものとする。この

場合、高齢者、障がい者等に対しても確実に情報を伝達できるよう配慮するものとする。 

(1) 電気通信設備等の被災情報 

(2) 通信の疎通状況及び利用制限状況等 

(3) 被災設備、回線等の復旧状況及びその他の国民保護措置の実施状況 
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(4) その他必要な情報 

 

第３章 予防対応 

（関係機関との協力体制の確立） 

第７条 武力攻撃事態等に際して、国民保護措置が円滑かつ効率的に行なわれるよう平素から次のと

おり関係機関と密接な連絡・調整を行うものとする。 

(1) 本社においては、総務省、関係自治体及び非常通信協議会をはじめとする関係機関と連携を図

る。 

(2) 各地域においては、必要に応じて当該地域における関係行政機関及び関係自治体と連携を図

る。 

 

（通信網及び通信設備等の整備） 

第８条 武力攻撃事態等に際して、通信手段の確保のため、平素から次のとおり通信設備等の整備に

努めるものとし、あわせて、非常通信協議会との連携に配慮するものとする。 

(1) 通信網等の整備 

武力攻撃事態等においても通信の不通または極端な疎通低下を防止するため、基幹設備の分散措置

化及び伝送路の多ルート化を可能な限り図るものとする。 

(2) 通信施設の整備・点検 

通信連絡手段に係わる施設については、平常時から機能維持のための保安措置や非常用電源設備の

整備・点検の実施など管理・運用体制を構築するものとする。 

 

（災害対策用設備の整備・点検） 

第９条 災害対策用設備等については、当該設備の整備・点検を定期的に実施することで武力攻撃事

態等が発生した場合に、速やかに対応を行うこととする。 
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（国民保護措置に必要な物資及び資材の備蓄等） 

第１０条 平時より、国民の保護のための措置の実施に必要な物資及び資材については、可能な範囲

でその備蓄を推進する。 

２ 前項の物資及び資材を継続的に確保するため、必要な体制の構築に努めるものとする。 

 

（国民保護措置に関する教育、訓練） 

第１１条 武力攻撃事態等が発生した場合において、社員の安全を図るとともに社員が迅速かつ適切

な対応を遂行できるよう、必要な教育を実施し、知識の普及及び向上を図るものとする。 

２ 武力攻撃事態等に円滑かつ適切に対応するため、情報の収集、緊急対策本部の設置、非常招集・

参集、緊急時における通信の疎通確保、電気通信設備等の応急復旧等に関する訓練を他の関係機関

等と連携し、必要に応じ実施する。また、対応体制の見直し等必要な改善を図るものとする。 

 

第４章 応急対応 

（通信の確保） 

第１２条 武力攻撃事態等が発生した場合、臨時回線の設定、災害対策用設備の運用及び通信確保の

措置を講じる等、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が行う国民保護措置

の実施に必要な重要通信の確保を優先的に行う。 

２ 前項の国民保護措置を実施するに当っては、必要に応じ、通信手段の機能確認を行うとともに、

支障の生じた施設の復旧を行うこととし、そのための要員を現場に配置するものとする。また、た

だちに総務省にその状況を連絡する。 

 

（通信輻輳時の対策） 

第１３条 武力攻撃事態等発生により、通信の輻輳が発生し、あるいはそのおそれがある場合には、

重要通信を円滑に行えるよう、必要に応じて通信の制限を行うものとする。 

 

（対策本部長による総合調整等） 
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第１４条 政府の対策本部長又は都道府県対策本部長による総合調整が行われた場合には、総合調整

の結果に基づき、所要の措置を的確かつ迅速に実施するよう努めるものとする。 

 

（情報の収集及び提供） 

第１５条 武力攻撃事態等が発生した場合には、または発生するおそれがある時は、通信の疎通を確

保し、または被災した通信設備等を迅速に復旧するため、武力攻撃事態等の規模、通信設備等の被

災状況等について情報を収集し、社内関係部門間で相互の伝達を行う。 

２ 前項で収集した情報について、関係機関に報告する。 

３ 前項に定める情報の収集及び伝達に当っては、携帯電話、固定電話､インターネット等複数の手

段を活用する。 

 

（緊急対策本部の設置） 

第１６条 総務省より政府の対策本部が設置された旨の通知を受けた場合には、社内に緊急対策本部

を設置する。 

２ 緊急対策本部は、次の業務を行う。 

(1) 国民保護措置の実施に関する全体統括及び総合調整 

(2) 被害状況の把握、設備の復旧及び通信の疎通状況等の確認 

(3) 関係機関との情報交換及び連絡調整 

(4) その他の国民保護措置の実施に関して必要な業務 

 

（生活関連等施設の安全確保） 

第１７条 平素より生活関連等施設に対する保安措置を講じ、非常用電源設備の整備・点検などを定

期的に実施することで当該施設の安全確保に努め、武力攻撃事態等が発生した場合にもその影響を

できるだけ最小限にとどめるものとする。 

２ 前項の場合、必要に応じ都道府県警察、消防機関その他の行政機関（海上保安庁、総務省及び施

設の安全確保につき専門的見地からの助言等を行うことができる行政機関を含む）等に支援を要請
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するものとする。 

 

（地方公共団体からの要請による安否情報の収集に対する協力） 

第１８条 地方公共団体の長から安否情報の収集に対する協力依頼を受けた際には、対応可能な範囲

において情報を収集し報告する。 

２ 地方公共団体の長から安否情報の収集に対して協力する場合は、原則として、安否情報の対象と

なる避難住民及び武力攻撃災害により、死亡し、または負傷した住民の現に所在する地方公共団体

の長に安否情報を提供するものとし、当該住民が住所を有する地方公共団体が判明している場合

は、あわせて、当該地方公共団体の長に対し、安否情報の提供を行うよう努めることとする。 

 

第５章 復旧対応 

（通信設備等の応急復旧） 

第１９条 武力攻撃事態等が発生した場合、社員の安全の確保をしたうえで、施設及び設備の被害状

況について緊急点検を実施するとともに、被害の拡大防止及び被災者の生活確保の基盤となる重要

通信の確保を最優先に応急の復旧を行う。 

２ 復旧に当たっては、その対象となる施設の被害の状況、当該被災した地域を管轄する地方公共団

体が定めた当面の復旧の方向等を考慮して実施するものとする。 

３ 応急復旧のための措置を講ずるに当たり、必要がある場合、国に対し、それぞれ必要な人員や資

機材の提供、技術的助言その他の必要な措置に関し支援を求めることとする。 

 

（緊急対処保護措置） 

第２０条 国に緊急対処事態対策本部が設置された場合の緊急対処保護措置の実施体制並びに措置の

内容及び実施方法については、本計画の定めに準じて適宜実施するものとする。 

 

（特殊標章等） 

第２１条 当社は必要に応じ国民保護法第 1 5 8 条第３項に規定される特殊標章等の使用の許可を
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受け、国民保護措置に係る職務を行う社員に使用させるものとする。 

２ 特殊標章等の使用に関する事務及び交付を受けた特殊標章等の管理は、BCP管理本部が行う。 


